
町からの
お知らせ

～知って役立つ～

 

﹃
認
知
症
や
介
護
で
悩
ん
で
い
る
﹄︑

﹃
家
族
が
認
知
症
で
な
い
か
と
気
に

な
ỵ
て
い
る
﹄﹃
同
じ
経
験
を
し
て
い
る

⼈
と
交
流
し
て
み
た
い
⁝
﹄
そ
ん
な
思

い
を
抱
え
て
い
る
ご
家
族
や
ご
本
⼈
の

た
め
の
会
︑﹁
⽀
え
愛
会
﹂
を
開
催
し

ま
す
︒

▼
日
時
 

１
⽉
21
⽇
︵
⽕
︶

午
前
９
時
30
分
Ộ
11
時
30
分

▼
場
所
 

銀
河
ア
リ
ổ
ナ

▼
参
加
料
 

無
料

▼
申
込
 

１
⽉
15
⽇
︵
⽔
︶
ま
で
に
電

話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
︒

▼
申
込
・
お
問
い
合
せ
先

肝
付
町
地
域
包
括
⽀
援
セ
ン
タ
ổ

☎
０
９
９
４︵
65
︶８
４
１
９

 

弁
護
⼠
法
⼈
照
国
総
合
事
務
所
で

▼
募
集
数

⾼
等
学
校 

 

10
⼈
以
内

⼤
学
・
短
⼤ 

５
⼈
以
内

▼
資
格
者
 

能
⼒
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
︑
経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
困
難

と
認
め
ら
れ
る
者
で
︑
そ
の
保
護
者
が

肝
付
町
に
居
住
す
る
者

▼
申
込
期
間
 

１
⽉
６
⽇
Ộ
２
⽉
28
⽇

▼
申
込
先
・
お
問
い
合
わ
せ
先

肝
付
町
教
育
委
員
会 

教
育
総
務
課

☎
０
９
９
４︵
65
︶８
４
２
５

※ 

願
書
・
推
薦
書
等
の
必
要
書
類
は
︑

町
⽂
化
セ
ン
タ
ổ
・
町
内
各
中
学
校
・

近
隣
の
⾼
等
学
校
に
設
置
し
て
い
ま

す
︒
町
ホ
ổ
ム
ペ
ổ
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ổ
ド
で
き
ま
す
︒

※ 

町
の
奨
学
⾦
の
他
に
も
︑
⽇
本
学
⽣

⽀
援
機
構
に
お
い
て
奨
学
⾦
の
申
請

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
︒
詳
細
に
つ

い
て
は
︑
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
︒

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

⽇
本
学
⽣
⽀
援
機
構

奨
学
⾦
相
談
セ
ン
タ
ổ

☎
０
５
７
０︵
６
６
６
︶３
０
１

⽉
曜
Ộ
⾦
曜⽇午
前
９
時
Ộ
午
後
８
時

 

⼈
権
は
⼈
間
が
幸
福
な
⼈
⽣
を
送

る
上
で
最
も
⼤
切
な
権
利
で
す
︒
⽇
常

⽣
活
の
な
か
で
の
様
々
な
悩
み
や
⼼
配

ご
と
つ
い
て
︑
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
︒

▼
相
談
内
容

家
庭
内
・
近
隣
間
の
ト
ラ
ブ
ル
や
相
続
・

⾦
銭
問
題
で
の
悩
み
ご
と
等

特
設
人
権
相
談
所　

開
設

介
護
や
認
知
症
の
こ
と
で

悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か

オ
ン
ラ
イ
ン

無
料
法
律
相
談　

実
施

政治家の寄附禁止への正しい理解を
政治家の寄附は禁止（贈らない）！政治家の寄附を求めない！受け取らない！

 年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物をする機会の多いシーズンですが、
政治家が選挙区内の⼈にお⾦や物を贈ることや、有権者が政治家に寄附や贈り物を
求めることは、法律により禁⽌されています。
 ⼀⼈ひとりがルールを守って、明るい選挙を実現しましょう！

▼
開
設
日
等

２
⽉
４
⽇
︵
⽕
︶

場
所 

町
コ
ミ
ἁニ
テỻ
セ
ン
タ
ổ

▼
時
間
 

午
前
10
時
Ộ
午
後
３
時

※ 

電
話
相
談
は
平
⽇
の
午
前
８
時
30
分

Ộ
午
後
５
時
15
分
ま
で
可
能
で
す
︒

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

⿅
児
島
地
⽅
法
務
局
⿅
屋
⽀
局

☎
０
９
９
４︵
43
︶６
７
９
０

 

⾃
衛
官
等
を
募
集
し
ま
す
！

▼
募
集
種
目
 

貸
費
学
⽣
︵
技
術
︶

 

募
集
⼈
員
︑
応
募
資
格
等
は
種
⽬
別

に
異
な
り
ま
す
の
で
︑
詳
細
に
つ
い
て

は
︑
ホ
ổ
ム
ペ
ổ
ジ
で
ご
確
認
い
た
だ

く
か
︑
⿅
屋
地
域
事
務
所
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

⾃
衛
隊
⿅
児
島
地
⽅
協
⼒
本
部

⿅
屋
地
域
事
務
所

☎
０
９
９
４︵
42
︶４
３
８
６

▲
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

自
衛
官
募
集

は
︑
肝
付
町
⺠
及
び
そ
の
関
係
者
を
対

象
と
し
て
︑
無
料
法
律
相
談
を
実
施
し

ま
す
︒

オ
ン
ラ
イ
ン
無
料
法
律
相
談

▼
相
談
事
項
 

相
続
︑
遺
⾔
︑
事
故
︑

紛
争
等
の
法
律
相
談

▼
日
時
 

１
⽉
22
⽇
︵
⽔
︶
午
後
１
時

Ộ
４
時
︵
⼀
⼈
当
た
り
45
分
程
度
︶

▼
場
所
 

役
場
２
階 

第
２
会
議
室

▼
予
約
締
切

１
⽉
20
⽇
︵
⽉
︶
午
後
４
時

▼
予
約
先
 

肝
付
町
役
場 

総
務
課

☎
０
９
９
４︵
65
︶８
４
２
１

※ 
対
面
で
は
な
く
、
オ
ン
ラ
イ
ン
テ
レ

ビ
会
議
に
よ
る
法
律
相
談
で
す
。

無
料
緊
急
相
談

 

緊
急
時
の
場
合
は
照
国
総
合
事
務
所

に
て
︑
無
料
緊
急
相
談
を
⾏
ỵ
て
い
ま

す
︒

▼
相
談
事
項

①
法
律
問
題 

②
税
務
問
題

③
労
務
問
題 

④
登
記
問
題

▼
申
込
方
法

 

照
国
総
合
事
務
所
☎
０
９
９︵
２
２

６
︶０
１
０
０
に
直
接
電
話
し
て
︑
肝
付

町
⺠
⼜
は
そ
の
関
係
者
で
あ
る
こ
と
を

伝
え
て
く
だ
さ
い
︒
そ
の
後
︑
相
談
⽇

等
を
決
め
ま
す
︒

 

肝
付
町
で
は
奨
学
⽣
を
募
集
し
ま

す
︒

▼
募
集
対
象
者

現
在
︑
⾼
等
学
校
・
⼤
学
に
在
学
す
る

⽣
徒
・
学
⽣
及
び
令
和
７
年
度
に
⾼
等

学
校
・
⼤
学
に
⼊
学
予
定
の
⽣
徒

奨
学
生
募
集
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お問い合わせ先：肝属地区環境ふれあい館　鹿屋市串良町下小原 3893-8　（串良さくら温泉となり）
　　　　　　　　☎ 0994（62）8101　開館時間　９時～ 17時　　休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

〇講座申し込み方法
直接来館、または電話・ＦＡＸでお申し込みください。応募者多数の場合は、締め切り後に抽選になります。
※締め切り⽇をすぎても定員に達しない場合は、引き続き受付けいたします。
上記以外にも、随時受付のリサイクル講座や出張講座等もありますので、遠慮なくご相談お問い合わせください。

月 日 曜日 講座名 時間 対象 定員 材料費 申し込み期限

2

9 ⽇ ～生ゴミ減量！野菜クズで肥料作り～
ＥＭぼかし肥料作り

10：00 〜 12：00 ⼤⼈ 10 ⼈ 400 円 1 ⽉ 31 ⽇

19 ⽔ リメイク小物作りの集い
「トイレットペーパーホルダー作り」

10：00 〜 15：00 ⼤⼈ 10 ⼈ 無料 2 ⽉ 7 ⽇

28 ⾦ 古布活用～みまもりミニ作務衣作り～ 10：00 〜 15：00 ⼤⼈ 10 ⼈ 無料 2 ⽉ 14 ⽇

3

1 ⼟ ワークショップ
「桃の節句」貝がらのおひな様作り

受付
10：00 〜 15：00

（制作時間 20 分）
どなたでも 10 ⼈ 無料 当⽇申し込み

2 ⽇

7 ⾦ 布ぞうり作り 10：00 〜 15：00 ⼤⼈ 10 ⼈ 無料 2 ⽉ 21 ⽇

インフルエンザ予防接種
新型コロナウイルス感染症予防接種
〜接種費⽤の⼀部助成は１⽉ 31 ⽇まで〜 

問い合わせ先　肝付町役場　健康増進課　健康増進係　☎0994（65）2564

新型コロナウイルス インフルエンザ

区分 定期予防接種 任意予防接種

対象者

接種⽇に肝付町に住⺠登録が有る
・満 65 歳以上の⽅
・ 満 60 歳〜 64 歳の⽅で、⼼臓、腎臓、呼吸器及び

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能のいずれか
の機能障害において、⾝体障害者⼿帳が１級の⽅

接種⽇に肝付町に住⺠登録が有る
①⽣後６か⽉以上〜 13 歳未満
②満 13 歳〜 19 歳未満
 （⾼校３年⽣以下）

助成回数 １回 ①の⽅は２回 ②の⽅は１回

助成額 11,800 円 2,000 円

※ 対象医療機関について
は、町ホームページか
上記ＱＲコードからご
確認ください。

 肝付町では、以下の⽅を対象にインフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症
予防接種費⽤の⼀部助成を⾏っています。
 助成回数は、対象者により異なります。誤って助成回数以上の接種とならない
ように、⼗分に注意してください。
 医療機関の設定した接種費⽤から助成額を差し引いた⾦額をお⽀払いください。
 接種費⽤は医療機関により異なりますので事前にご確認の上、
予防接種を受けましょう。

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種共通
実施期間　令和６年 10月１日～令和７年１月 31日
※期間外に接種した場合は、全額自己負担となります

※⽣活保護受給世帯の⽅は全額助成します。予診票を発⾏しますので、役場窓⼝へお越しください。
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